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6月の税務と労務6月 （水無月）JUNE
21日・春分の日

国　税／5月分源泉所得税の納付� �
� 6月10日
国　税／所得税の予定納税額の通知��
� 6月15日
国　税／�4月決算法人の確定申告�

（法人税・消費税等）�6月30日
国　税／10月決算法人の中間申告� �
� 6月30日
国　税／�7月、10月、1月決算法人�

の消費税等の中間申告�
（年3回の場合）� 6月30日

地方税／�個人の道府県民税・都民税
及び市町村民税・特別区民
税の納付（第1期分）� �
� 市区町村の条例で定める日

労　務／�健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届� �
� 支払後5日以内

労　務／�児童手当現況届（市区町村
役場から通知が届いた場合）�
� 6月30日

　特定の政策目的を実現するため、対象者や期間を限定して設け
られる税負担の軽減措置が「租税特別措置」です。中小法人に対す
る法人税率の軽減措置など適用件数の多い措置もある一方、なか
には政策効果が低いものもあり、内閣官房の租税特別措置・補助
金見直し担当室で、適正化に向けた議論が行われています。
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応
す
る
た
め
の
職
場
環
境
整
備
と
し

て
、
本
指
針
は
設
備
・
装
置
の
改
善

と
作
業
管
理
の
改
善
の
二
つ
の
柱
を

示
し
て
い
ま
す（
左
表
参
照
）。

⑶
　
高
年
齢
者
の
健
康
や
体
力
の
状

況
の
把
握

　
健
康
診
断
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
体

力
の
状
況
の
把
握
」
を
事
業
者
・
労

働
者
双
方
が
継
続
的
に
行
う
こ
と
を

推
奨
し
て
い
る
点
は
、
本
指
針
の
特

色
の
一
つ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
加
齢
に
よ
る
心
身
の
衰
え
の

チ
ェ
ッ
ク
（
フ
レ
イ
ル
チ
ェ
ッ
ク
）、

身
体
機
能
セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク
、
オ
ン

　
高
年
齢
者
向
け
の
教
育
で
は
、
文

字
だ
け
で
な
く
写
真
・
図
・
映
像
等

を
活
用
し
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
、

再
雇
用
・
再
就
職
で
経
験
の
な
い
業

種
・
業
務
に
従
事
す
る
場
合
に
は
特

に
丁
寧
な
教
育
訓
練
を
行
う
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
危
険
予
知
訓
練（
K
Y
T
）

や
V
R
技
術
を
活
用
し
た
危
険
体

感
教
育
の
活
用
、
勤
務
シ
フ
ト
等
か

ら
集
合
研
修
が
困
難
な
事
業
場
で
の

視
聴
覚
教
材
の
活
用
も
有
効
で
す
。

　
I
T
に
詳
し
い
若
年
労
働
者
と

現
場
経
験
豊
富
な
高
年
齢
者
が
チ
ー

ム
で
働
く
機
会
を
積
極
的
に
設
け
る

「
世
代
間
の
知
識
共
有
」の
ア
プ
ロ
ー

チ
も
示
さ
れ
て
お
り
、
世
代
を
超
え

た
職
場
全
体
の
取
組
と
し
て
位
置
づ

け
て
い
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

四
　労
働
者
と
の
協
力

　
本
指
針
に
お
い
て
は
、
高
年
齢
者

労
働
災
害
防
止
対
策
を
事
業
者
だ
け

が
実
施
す
る
の
で
は
な
く
、「
労
働

者
と
協
力
し
て
取
り
組
む
」
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

高
年
齢
者
自
身
が
、
自
ら
の
身
体
機

能
等
の
低
下
が
労
働
災
害
リ
ス
ク
に

つ
な
が
り
得
る
こ
と
を
理
解
し
、
積

極
的
に
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

五
　留
意
点
と
今
後
の
対
応

　
本
指
針
に
定
め
る
措
置
は
「
努
力

義
務
」
で
直
ち
に
罰
則
が
科
さ
れ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

法
第
62
条
の
２
に
基
づ
く
指
針
で
あ

る
た
め
、
労
働
基
準
監
督
署
の
指
導

の
根
拠
と
な
り
得
る
こ
と
、
ま
た
前

述
の
と
お
り
高
年
齢
者
の
労
働
災
害

は
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
等
か
ら
、

職
場
に
お
け
る
取
組
に
着
手
し
て
い

く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
え
ま
す
。

　
実
務
対
応
の
第
一
歩
と
し
て
、
ま

ず
自
社
の
高
年
齢
者
の
就
労
状
況
・

業
務
内
容
・
過
去
の
災
害
・
ヒ
ヤ
リ

ハ
ッ
ト
事
例
を
棚
卸
し
し
、
リ
ス
ク

ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
実
施
す
る
こ
と
、

そ
の
上
で
年
間
推
進
計
画
を
策
定

し
、
優
先
度
の
高
い
対
策
か
ら
順
次

実
施
・
評
価
・
改
善
を
行
っ
て
い
く

こ
と
等
が
基
本
的
な
進
め
方
と
し
て

考
え
ら
れ
ま
す
。

　
職
場
環
境
の
整
備
・
個
別
対
応
・

教
育
の
三
位
一
体
の
取
組
に
よ
り
、

高
年
齢
者
が
安
全
・
安
心
に
働
き
続

け
ら
れ
る
職
場
づ
く
り
を
進
め
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

ラ
イ
ン
ツ
ー
ル
・
質
問
紙
な
ど
を
活

用
し
た
体
力
チ
ェ
ッ
ク
な
ど
を
定
期

的
に
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
も
と
に

作
業
内
容
を
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
体
力
チ
ェ
ッ
ク
に
よ
り
得

ら
れ
る
健
康
情
報
等
の
取
扱
い
に
つ

い
て
は
、「
労
働
者
の
心
身
の
状
態

に
関
す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
指

針
」
を
踏
ま
え
た
個
人
情
報
保
護
措

置
を
要
す
る
こ
と
に
留
意
し
ま
す
。

⑷
　
高
年
齢
者
の
健
康
や
体
力
の
状

況
に
応
じ
た
対
応

　
健
康
や
体
力
の
状
況
に
応
じ
た
個

別
対
応
と
し
て
は
、
脳
・
心
臓
疾
患

リ
ス
ク
の
増
加
を
踏
ま
え
た
労
働
時

間
の
短
縮
・
深
夜
業
の
回
数
削
減
・

作
業
転
換
、
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ

に
よ
る
業
務
分
担
、「
治
療
と
就
業

の
両
立
支
援
指
針
」（
令
和
８
年
厚

生
労
働
省
公
表
）
に
基
づ
く
両
立
支

援
策
な
ど
を
講
じ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

⑸
　
安
全
衛
生
教
育

　
安
全
衛
生
教
育
に
つ
い
て
は
、
高

年
齢
者
本
人
に
対
す
る
教
育
の
ほ

か
、
管
理
監
督
者
お
よ
び
高
年
齢
者

と
共
に
働
く
各
年
代
の
労
働
者
に
対

し
て
も
、
高
年
齢
者
の
特
性
と
高
年

齢
者
に
対
す
る
安
全
衛
生
対
策
の
教

育
を
行
う
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

職場環境の改善例を一部抜粋

設備・
装置面

・�　作業場所の照度確保（視力低下への対
応）

・　階段への手すり設置と通路の段差解消
・�　暑熱環境対策として涼しい休憩場所の
整備　など

作業
管理面

・�　勤務形態の工夫（短時間勤務、隔日勤
務、交替制勤務等）

・�　作業スピードに配慮したマニュアルの
策定

・　腰部負担軽減のための重量物の小口化
　など

れ
な
い
か
ら
で
す
。
賃
上
げ
が
常
態

化
す
る
時
代
に
賃
金
を
コ
ス
ト
と
し

て
の
み
捉
え
る
と
、
財
務
が
先
に
苦

し
く
な
り
ま
す
。
必
要
な
の
は
、
賃

上
げ
を
人
材
へ
の
再
投
資
と
位
置
づ

け
、
生
産
性
を
上
げ
て
〝
払
え
る
賃

金
の
土
台
〟を
つ
く
る
こ
と
で
す
。

　
Ａ
Ｉ
・
Ｄ
Ｘ
・
自
動
化
は
、
こ
の

土
台
づ
く
り
と
直
結
し
ま
す
。
特
に

「
書
く
・
ま
と
め
る
・
探
す
・
繰
り

返
す
」
と
い
う
仕
事
は
多
く
の
時
間

を
奪
い
、
繁
忙
と
疲
弊
を
生
み
、
教

育
や
改
善
の
余
力
を
奪
っ
て
い
き
ま

す
。
Ａ
Ｉ
は
、
人
が
本
来
向
き
合
う

べ
き
顧
客
対
応
、
品
質
、
改
善
、
提

案
、
育
成
へ
と
時
間
を
取
り
戻
す
力

を
持
っ
て
い
ま
す
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

３
　
即
効
性
あ
る
三
つ
の
実
務
領
域

　
Ａ
Ｉ
が
現
場
型
産
業
を
強
化

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

　
Ａ
Ｉ
を
導
入
し
た
場
合
、
実
務
と

し
て
最
初
に
成
果
が
出
や
す
い
領
域

は
「
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
」「
営
業
・
マ

ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
」「
現
場
・
教
育
」
の

三
つ
で
す
。【
左
頁
図
参
照
】

　
そ
し
て
、
Ａ
Ｉ
導
入
に
あ
た
り
押

さ
え
て
お
き
た
い
考
え
方
は
、「
Ａ

Ｉ
は
現
場
型
産
業
を
強
く
す
る
も
の

で
あ
る
」と
い
う
こ
と
で
す
。

も
回
る
仕
組
み
を
つ
く
る
た
め
の「
経

営
の
補
助
輪
」
と
し
て
位
置
づ
け
る

こ
と
が
肝
要
で
す
。
重
要
な
の
は
、

Ａ
Ｉ
に
経
営
判
断
を
委
ね
る
こ
と
で

は
な
く
、
Ａ
Ｉ
は
あ
く
ま
で
、
経
営

者
と
社
員
が
よ
り
良
い
判
断
を
下
す

た
め
の
〝
分
身
〟
と
し
て
、
仕
事
の

段
取
り
と
知
恵
を
増
や
す
た
め
活
か

す
べ
き
で
あ
り
、
最
終
判
断
と
責
任

は
人
が
負
う
こ
と
が
原
則
で
す
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

２
　「
人
手
不
足
×
賃
上
げ
時
代
」が

　
Ａ
Ｉ
を
経
営
課
題
に
押
し
上
げ
た

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

　
Ａ
Ｉ
が
経
営
体
質
の
問
題
に
な
る

最
大
の
理
由
は
「
人
手
不
足
×
賃
上

げ
時
代
」
の
生
産
性
革
命
が
避
け
ら

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

１
　
Ａ
Ｉ
活
用
は「
便
利
さ
」か
ら

　
経
営
体
質
を
問
う
テ
ー
マ
に

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

　
今
日
、
企
業
に
と
っ
て
の
Ａ
Ｉ
活

用
は
「
便
利
な
道
具
が
増
え
た
」
と

い
う
話
で
は
な
く
、
外
部
環
境
に
振

り
回
さ
れ
な
い
〝
経
営
体
質
〟
を
つ

く
れ
る
か
が
焦
点
に
な
り
ま
す
。
物

価
・
金
利
の
上
昇
、
人
手
不
足
と
賃

上
げ
の
常
態
化
、
価
値
観
の
変
容
、

世
界
経
済
の
不
確
実
性
と
い
う
複
合

的
シ
ョ
ッ
ク
の
中
、
環
境
変
化
が
速

い
ほ
ど
経
営
者
の
判
断
の
質
と
ス
ピ

ー
ド
が
企
業
の
命
運
を
左
右
し
ま
す
。

　
Ａ
Ｉ
は
、
判
断
の
た
め
の
時
間
と

情
報
処
理
力
を
増
や
し
、
少
人
数
で

　
製
造
・
建
設
・
物
流
・
整
備
・
清

掃
・
修
理
と
い
っ
た
現
場
型
産
業
は

人
の
判
断
と
技
能
が
不
可
欠
で
、
Ａ

Ｉ
に
代
替
さ
れ
に
く
い
一
方
、
人
手

不
足
を
背
景
に
価
格
決
定
力
が
高
ま

り
や
す
い
分
野
で
も
あ
り
ま
す
。
Ａ

Ｉ
は
人
を
減
ら
す
た
め
で
は
な
く
、

技
能
を
守
り
、
段
取
り
を
磨
き
、
改

善
を
加
速
す
る
た
め
に
使
わ
れ
ま
す
。

現
場
の
改
善
・
標
準
化
・
多
拠
点
化
・

品
質
の
安
定
を
進
め
る
企
業
が
、
結

果
と
し
て
高
付
加
価
値
化
に
成
功
し

て
い
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
Ａ
Ｉ
導
入
は
リ
ス
ク
管

理
と
セ
ッ
ト
で
な
け
れ
ば
逆
効
果
に

な
り
ま
す
。
中
小
企
業
の
現
場
で
特

に
重
要
な
の
は
次
の
三
点
で
す
。

Ａ
Ｉ
導
入
時
の
リ
ス
ク
管
理

①
　
Ａ
Ｉ
の
出
力
を
正
し
い
と

信
じ
込
み
、
そ
の
ま
ま
使
っ

て
し
ま
う
危
険

②
　
機
密
情
報
・
個
人
情
報
を

外
部
サ
ー
ビ
ス
へ
入
力
し
て

し
ま
う
危
険

③
　
Ａ
Ｉ
任
せ
が
進
み
社
員
の

考
え
る
力
が
弱
く
な
る
危
険

　
Ａ
Ｉ
は〝
答
え
〟で
は
な
く〝
下
ご

し
ら
え
〟
に
使
い
、
最
後
は
人
が
判

企
業
経
営
の
中
心
で

企
業
経
営
の
中
心
で
愛愛Ａ
Ｉ
Ａ
Ｉ

を
叫
ぶ
！

を
叫
ぶ
！

Ａ
Ｉ
活
用
の
コ
ツ

Ａ
Ｉ
活
用
の
コ
ツ

　
人
手
不
足
や
賃
上
げ
の
常
態
化
︑
物
価
上
昇
な
ど
︑
企
業
を

　
人
手
不
足
や
賃
上
げ
の
常
態
化
︑
物
価
上
昇
な
ど
︑
企
業
を

取
り
巻
く
環
境
が
急
速
に
変
化
す
る
中
︑
Ａ
Ｉ
は
単
な
る
便
利

取
り
巻
く
環
境
が
急
速
に
変
化
す
る
中
︑
Ａ
Ｉ
は
単
な
る
便
利

ツ
ー
ル
で
は
な
く
︑
生
産
性
を
高
め
外
部
環
境
に
振
り
回
さ
れ

ツ
ー
ル
で
は
な
く
︑
生
産
性
を
高
め
外
部
環
境
に
振
り
回
さ
れ

な
い
経
営
体
質
を
つ
く
る
た
め
の
重
要
な
手
段
で
す
︒

な
い
経
営
体
質
を
つ
く
る
た
め
の
重
要
な
手
段
で
す
︒

　
Ａ
Ｉ
が
中
小
企
業
の
現
場
・
営
業
・
教
育
を
ど
う
支
え
︑
組

　
Ａ
Ｉ
が
中
小
企
業
の
現
場
・
営
業
・
教
育
を
ど
う
支
え
︑
組

織
の
強
さ
に
つ
な
が
る
の
か
解
説
し
ま
す
︒

織
の
強
さ
に
つ
な
が
る
の
か
解
説
し
ま
す
︒
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ト
と
し
て
社
内
共
有
し
ま
す
。

　
そ
し
て
、
Ａ
Ｉ
活
用
が
軌
道
に
乗

っ
て
き
た
ら
、
次
に
勤
怠
・
会
計
・

在
庫
・
予
約
な
ど
既
存
Ｓ
ａ
ａ
Ｓ
と

組
み
合
わ
せ
、〝
仕
組
み
で
回
る
〟状

態
を
増
や
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て

最
後
に
、
教
育
・
採
用
・
顧
客
対
応

ま
で
含
め
て
業
務
に
落
と
し
込
み
、

「
属
人
化
し
な
い
Ａ
Ｉ
活
用
」を
会
社

の
文
化
と
し
て
定
着
さ
せ
ま
す
。

　
こ
の
流
れ
が
で
き
る
企
業
は
、
賃

上
げ
・
人
材
不
足
・
金
利
上
昇
と
い

う
横
風
の
中
で
も
体
質
が
強
く
な
っ

て
い
き
ま
す
。
Ａ
Ｉ
活
用
は
「
外
部

環
境
に
振
り
回
さ
れ
な
い
体
質
」
を

つ
く
る
武
器
で
す
。
Ａ
Ｉ
を〝
分
身
〟

と
し
て
育
て
な
が
ら
、
人
が
本
来
や

る
べ
き
価
値
づ
く
り
に
時
間
を
取
り

戻
す
企
業
が
、
次
の
時
代
の
勝
ち
筋

を
つ
か
ん
で
い
き
ま
す
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

５
　
Ａ
Ｉ
は
人
間
の
仕
事
を

　
奪
う
の
か
？

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

　
Ａ
Ｉ
時
代
の
先
に
見
え
て
く
る
象

徴
的
な
存
在
が
「
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
ビ

リ
オ
ネ
ア
」
で
す
。
こ
れ
は
、
現
場

型
産
業
を
基
盤
に
、
大
き
な
企
業
価

値
を
築
い
た
経
営
者
を
指
し
ま
す
。

彼
ら
は
、
現
場
の
技
能
や
段
取
り
、

鍵
は
「
小
さ
く
始
め
て
、
仕
組
み
に

す
る
」手
順
に
あ
り
ま
す
。

　
特
に
家
族
経
営
や
小
規
模
事
業
ほ

ど
、
い
き
な
り
高
価
な
シ
ス
テ
ム
を

入
れ
る
よ
り
、
ま
ず
は
一
つ
の
作
業

を
10
分
短
く
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め

る
の
が
現
実
的
で
す
。
議
事
録
、
提

案
文
、
求
人
文
、
手
順
書
な
ど
、
成

果
が
見
え
や
す
い
も
の
を
選
び
、
う

ま
く
い
っ
た
ら
定
型
文
・
テ
ン
プ
レ
ー

改
善
を
徹
底
的
に
磨
き
上
げ
、「
地

味
」「
３
Ｋ
」
と
言
わ
れ
が
ち
な
産
業

を
高
付
加
価
値
ビ
ジ
ネ
ス
へ
と
転
換

し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
分
野
は
、

人
の
判
断
と
技
能
が
不
可
欠
で
Ａ
Ｉ

に
代
替
さ
れ
に
く
く
、
人
手
不
足
を

背
景
に
価
格
決
定
力
も
高
ま
り
や
す

い
こ
と
か
ら
、
今
あ
ら
た
め
て
注
目

さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
Ａ
Ｉ
は
人
間
の
仕
事
を
奪
う
の

か
？
」
と
い
う
問
い
に
、
歴
史
は
一

定
の
答
え
を
示
し
て
い
ま
す
。
蒸
気

機
関
や
電
力
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
い

っ
た
技
術
革
新
は
、
短
期
的
に
は
仕

事
を
代
替
し
混
乱
を
生
み
ま
し
た

が
、
長
期
的
に
は
新
た
な
職
種
と
雇

用
を
創
出
し
て
き
ま
し
た
。
Ａ
Ｉ
時

代
も
、仕
事
が
消
え
る
の
で
は
な
く
、

求
め
ら
れ
る
役
割
や
ス
キ
ル
が
大
き

く
変
わ
る
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　
そ
の
中
で
企
業
に
求
め
ら
れ
る
の

が
、
Ａ
Ｉ
を
前
提
に
人
と
仕
事
を
再

設
計
す
る
視
点
で
、
社
員
に
は
Ａ
Ｉ

と
協
働
す
る
た
め
の
基
礎
的
な
リ
テ

ラ
シ
ー
が
、
経
営
者
に
は
事
業
構
造

を
Ａ
Ｉ
で
ど
う
変
え
る
か
を
判
断
す

る
力
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
Ａ
Ｉ
時
代

に
強
い
企
業
と
は
、
学
び
続
け
る
文

化
を
持
ち
、
人
へ
の
投
資
を
惜
し
ま

な
い
企
業
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

断
す
る
と
い
う
原
則
を
守
る
こ
と
で
、

Ａ
Ｉ
依
存
で
は
な
く
Ａ
Ｉ
協
働
の
文

化
が
育
ち
ま
す
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

４
　
定
着
の
鍵
は

　「
小
さ
く
始
め
て
仕
組
み
に
す
る
」

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

　
Ａ
Ｉ
を
う
ま
く
導
入
で
き
た
ら
、

次
に
考
え
る
こ
と
は
Ａ
Ｉ
を
活
用
し

た
業
務
の
「
定
着
」
で
す
。
定
着
の

AIの導入で最初に成果が出やすい領域

バック
オフィス

　見積書・請求書・社内文書の下書き、議事録要約、
規程やマニュアルのたたき台作成、問い合わせの一
次対応など、AIが下ごしらえを担うことで、少人数
でも回る基盤が整います。
　説明資料づくりや要点整理も高速化され、経営者
が本当に考えるべき論点に集中できる状態をつくり
ます。

営業・
マーケ
ティング

　昨今は価格転嫁だけでなく、顧客が納得する「価値
転嫁」が鍵です。AIはヒアリング内容の整理、提案書
の骨子作成、導入事例の文章化、SNSやWebの発信
の下書きなどを支援し、“伝える力”と“提案量”を引
き上げます。
　少人数でも高密度の情報発信と提案が可能になり、
結果として「選ばれる理由」を言語化しやすくなります。

現場・
教育　

　人手不足が深刻化するほど、教育負担や品質低下
の悪循環に陥ります。AIは作業手順書や安全マニュ
アルをわかりやすく整え、Q&A化し、教育資料を標
準化することで教える側の負担を軽減し、教育の質
を均一化できます。
　さらに、ベテランの経験や勘を文章化して蓄積す
れば、属人化を防ぎ、引き継ぎのコストを下げ、組
織の再現性向上につながります。



6 月号─4

　
給
与
等
を
支
払
う
と
き
に
源
泉
徴

収
を
す
る
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別

所
得
税
の
額
は
、「
給
与
所
得
の
源

泉
徴
収
税
額
表
（
月
額
表
お
よ
び
日

額
表
）」
ま
た
は
「
賞
与
に
対
す
る
源

泉
徴
収
税
額
の
算
出
率
の
表
」
を
使

っ
て
求
め
ま
す
。
こ
れ
ら
の
表
を「
税

額
表
」と
い
い
ま
す
。

　
２
か
所
以
上
の
給
与
の
支
払
者
か

ら
給
与
を
も
ら
っ
て
い
る
人
の
給
与

に
対
す
る
源
泉
徴
収
の
方
法
は
、
そ

の
人
に
支
払
う
給
与
が
「
主
た
る
給

与
」
に
な
る
か
、「
従
た
る
給
与
」
に

な
る
か
に
よ
っ
て
異
な
り
、
主
た
る

給
与
を
支
払
う
場
合
の
源
泉
徴
収
税

額
は
税
額
表
の
「
甲
欄
」
で
、
従
た

る
給
与
を
支
払
う
場
合
の
源
泉
徴
収

税
額
は
税
額
表
の
「
乙
欄
」
で
求
め

ま
す
。

　
な
お
、「
従
た
る
給
与
に
つ
い
て

の
扶
養
控
除
等
申
告
書
」
が
提
出
さ

れ
て
い
る
場
合
は
、
乙
欄
に
記
載
さ

れ
て
い
る
税
額
か
ら
、
申
告
さ
れ
て

い
る
扶
養
親
族
等
の
数
に
応
じ
て
一

定
の
金
額
を
控
除
し
ま
す
。
控
除
す

る
金
額
は
、
扶
養
親
族
等
１
人
に
つ

き
、
月
額
表
に
よ
り
源
泉
徴
収
税
額

を
求
め
る
と
き
は
１
６
１
０
円
を
控

除
し
、
日
額
表
の
場
合
は
50
円
を
控

除
し
ま
す（
図
２
参
照
）。

　
　

確
定
申
告

　
副
業
・
兼
業
を
行
っ
て
い
る
場
合
、

確
定
申
告
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

【
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て

い
る
場
合
】

　
給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受
け
て

い
て
、
そ
の
給
与
の
全
部
が
源
泉
徴

収
の
対
象
と
な
る
場
合
に
、
年
末
調

整
を
さ
れ
な
か
っ
た
給
与
の
収
入
金

額
と
、
給
与
所
得
・
退
職
所
得
以
外

の
各
種
の
所
得
金
額
と
の
合
計
額
が

20
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
一
定
の

場
合
を
除
き
確
定
申
告
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
給
与
所
得
の
収
入
金
額
の

合
計
額
か
ら
、
雑
損
控
除
・
医
療
費

控
除
・
寄
附
金
控
除
・
基
礎
控
除
以

外
の
所
得
控
除
の
合
計
額
を
差
し
引

い
た
残
り
の
金
額
が
１
５
０
万
円
以

下
で
、
か
つ
、
給
与
所
得
・
退
職
所

得
以
外
の
各
種
の
所
得
金
額
の
合
計

額
が
20
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
、
申

告
は
不
要
で
す
。

【
給
与
以
外
の
収
入
が
あ
る
場
合
】

　
副
業
等
に
よ
る
収
入
が
、
給
与
所

得
以
外
の
所
得
に
該
当
す
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。
給
与
を
１
か
所
か
ら
受

け
て
い
て
、
そ
の
給
与
の
全
部
が
源

泉
徴
収
の
対
象
と
な
る
場
合
に
、
給

与
所
得
と
退
職
所
得
以
外
の
各
種
の

所
得
金
額
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超

え
る
と
き
は
、
確
定
申
告
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　
　

住
民
税
の
特
別
徴
収

　
一
定
の
年
齢
未
満
の
人
は
、
給
与

所
得
以
外
の
所
得
に
対
す
る
住
民
税

に
つ
い
て
、
徴
収
方
法
を
選
択
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
給
与
か
ら
差
し

引
く
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
は
、
確

定
申
告
書
の
住
民
税
の
徴
収
方
法
の

「
特
別
徴
収
」
欄
に
、
給
与
か
ら
差

し
引
か
な
い
で
別
に
窓
口
等
で
納
付

す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
は
「
自

分
で
納
付
」
欄
に
、
そ
れ
ぞ
れ
〇
を

記
入
し
ま
す
。

　
２
か
所
以
上
の
給
与
所
得
が
あ
る

場
合
、
原
則
は
主
た
る
給
与
の
支
払

い
を
受
け
て
い
る
勤
務
先
で
特
別
徴

収
さ
れ
ま
す
。

税額表の「甲欄」で求める

図２　2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収

税額表の「乙欄」で求める

　　　従たる給与

主たる給与の支払者以外
の支払者が支払う給与

従たる給与についての扶養控除等
申告書の提出がある場合
〈月額表〉　扶養親族等１人につき
　　　　　1,610 円控除 
〈日額表〉　扶養親族等１人につき
　　　　　50 円控除 

給　与

　　　主たる給与

「給与所得者の扶養控除
等申告書」を提出してい
る人に支払う給与

副
業
・
兼
業
の
現
状

　「
収
入
を
増
や
し
た
い
」「
１
つ
の

仕
事
だ
け
で
は
生
活
で
き
な
い
」「
現

在
の
仕
事
で
必
要
な
能
力
を
向
上
さ

せ
た
い
」
な
ど
の
理
由
で
、
副
業
や

兼
業
を
行
う
人
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
そ
の
形
態
も
、正
社
員
や
パ
ー
ト
・

ア
ル
バ
イ
ト
だ
け
で
は
な
く
、
会
社

役
員
や
起
業
に
よ
る
自
営
業
主
な

ど
、
様
々
あ
り
ま
す
。
副
業
や
兼
業

に
関
す
る
裁
判
例
で
は
、
労
働
者
が

労
働
時
間
以
外
の
時
間
を
ど
の
よ
う

に
利
用
す
る
か
は
、
基
本
的
に
は
労

働
者
の
自
由
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、

企
業
は
副
業
や
兼
業
を
認
め
る
方
向

で
就
業
規
則
な
ど
を
見
直
す
と
い
っ

た
環
境
整
備
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
一
方
で
、
副
業
や
兼
業
を
行
っ
て

い
る
人
は
一
定
の
書
類
の
提
出
や
確

定
申
告
が
必
要
な
ケ
ー
ス
が
あ
り
、

源
泉
徴
収
事
務
に
関
し
て
も
注
意
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

従
た
る
給
与
に
つ
い
て
の

扶
養
控
除
等
の︵
異
動
︶申
告

　
は
じ
め
に
、
副
業
・
兼
業
を
行
う

本
人
の
提
出
書
類
か
ら
見
て
い
き
ま

す
。

　
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
等
の
支
払

い
を
受
け
る
人
で
、
メ
イ
ン
の
勤
務

先
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
与
（
主
た
る

給
与
）
だ
け
で
は
扶
養
控
除
等
の
人

的
所
得
控
除
が
控
除
し
き
れ
な
い
と

見
込
ま
れ
る
人
が
、
源
泉
控
除
対
象

配
偶
者
や
源
泉
控
除
対
象
親
族
に
つ

い
て
、
副
業
・
兼
業
の
勤
務
先
か
ら

支
給
さ
れ
る
給
与
（
従
た
る
給
与
）

か
ら
控
除
を
受
け
る
場
合
に
行
う
手

続
き
を
、「
従
た
る
給
与
に
つ
い
て

の
扶
養
控
除
等
の（
異
動
）申
告
」と

い
い
ま
す
。

　
こ
の
手
続
き
の
対
象
者
（
図
１
参

照
）
は
、
源
泉
控
除
対
象
配
偶
者
や

源
泉
控
除
対
象
親
族
に
つ
い
て
従
た

る
給
与
か
ら
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
は
、
そ
の
従
た
る
給
与
の

支
払
者
に
「
従
た
る
給
与
に
つ
い
て

の
扶
養
控
除
等（
異
動
）申
告
書
」を

提
出
し
ま
す
。

源
泉
徴
収
事
務

　
次
に
、
勤
務
先
が
行
う
源
泉
徴
収

事
務
に
関
し
て
、
注
意
点
を
確
認
し

ま
す
。

副
業
や
兼
業
を
し
て
い
る
社
員
の

副
業
や
兼
業
を
し
て
い
る
社
員
の

税
務
上
の
注
意
点

税
務
上
の
注
意
点

　副
業
や
兼
業
を
希
望
す
る
人
は
、
年
々
増
加
傾
向
に
あ

　副
業
や
兼
業
を
希
望
す
る
人
は
、
年
々
増
加
傾
向
に
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
、
副
業
や
兼
業
を
行
っ
て
い
る
人
の
所

り
ま
す
。
そ
こ
で
、
副
業
や
兼
業
を
行
っ
て
い
る
人
の
所

得
税
・
住
民
税
の
取
り
扱
い
や
、
雇
用
主
と
し
て
の
留
意

得
税
・
住
民
税
の
取
り
扱
い
や
、
雇
用
主
と
し
て
の
留
意

点
を
ま
と
め
ま
す
。

点
を
ま
と
め
ま
す
。

図１　「従たる給与についての扶養控除等の（異動）申告」の対象者

①の金額より②の金額が多い人で、従たる給与から扶養親族等とする人

①の金額 ＝
その年中に主たる給与等の支払
者から支払いを受ける給与等の
総額の見積額

－
給与所得控除額とその年中に支
払う社会保険料及び小規模企業
共済等掛金控除額の見積額

②の金額 ＝
その人に適用される源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者（特
別）控除額、扶養控除額、特定親族特別控除額、障害者控除額、寡婦控除額、
ひとり親控除額、勤労学生控除額及び基礎控除額の合計額



5─6月号

　
給
与
等
を
支
払
う
と
き
に
源
泉
徴

収
を
す
る
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別

所
得
税
の
額
は
、「
給
与
所
得
の
源

泉
徴
収
税
額
表
（
月
額
表
お
よ
び
日

額
表
）」
ま
た
は
「
賞
与
に
対
す
る
源

泉
徴
収
税
額
の
算
出
率
の
表
」
を
使

っ
て
求
め
ま
す
。
こ
れ
ら
の
表
を「
税

額
表
」と
い
い
ま
す
。

　
２
か
所
以
上
の
給
与
の
支
払
者
か

ら
給
与
を
も
ら
っ
て
い
る
人
の
給
与

に
対
す
る
源
泉
徴
収
の
方
法
は
、
そ

の
人
に
支
払
う
給
与
が
「
主
た
る
給

与
」
に
な
る
か
、「
従
た
る
給
与
」
に

な
る
か
に
よ
っ
て
異
な
り
、
主
た
る

給
与
を
支
払
う
場
合
の
源
泉
徴
収
税

額
は
税
額
表
の
「
甲
欄
」
で
、
従
た

る
給
与
を
支
払
う
場
合
の
源
泉
徴
収

税
額
は
税
額
表
の
「
乙
欄
」
で
求
め

ま
す
。

　
な
お
、「
従
た
る
給
与
に
つ
い
て

の
扶
養
控
除
等
申
告
書
」
が
提
出
さ

れ
て
い
る
場
合
は
、
乙
欄
に
記
載
さ

れ
て
い
る
税
額
か
ら
、
申
告
さ
れ
て

い
る
扶
養
親
族
等
の
数
に
応
じ
て
一

定
の
金
額
を
控
除
し
ま
す
。
控
除
す

る
金
額
は
、
扶
養
親
族
等
１
人
に
つ

き
、
月
額
表
に
よ
り
源
泉
徴
収
税
額

を
求
め
る
と
き
は
１
６
１
０
円
を
控

除
し
、
日
額
表
の
場
合
は
50
円
を
控

除
し
ま
す（
図
２
参
照
）。

　
　

確
定
申
告

　
副
業
・
兼
業
を
行
っ
て
い
る
場
合
、

確
定
申
告
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

【
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て

い
る
場
合
】

　
給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受
け
て

い
て
、
そ
の
給
与
の
全
部
が
源
泉
徴

収
の
対
象
と
な
る
場
合
に
、
年
末
調

整
を
さ
れ
な
か
っ
た
給
与
の
収
入
金

額
と
、
給
与
所
得
・
退
職
所
得
以
外

の
各
種
の
所
得
金
額
と
の
合
計
額
が

20
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
一
定
の

場
合
を
除
き
確
定
申
告
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
給
与
所
得
の
収
入
金
額
の

合
計
額
か
ら
、
雑
損
控
除
・
医
療
費

控
除
・
寄
附
金
控
除
・
基
礎
控
除
以

外
の
所
得
控
除
の
合
計
額
を
差
し
引

い
た
残
り
の
金
額
が
１
５
０
万
円
以

下
で
、
か
つ
、
給
与
所
得
・
退
職
所

得
以
外
の
各
種
の
所
得
金
額
の
合
計

額
が
20
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
、
申

告
は
不
要
で
す
。

【
給
与
以
外
の
収
入
が
あ
る
場
合
】

　
副
業
等
に
よ
る
収
入
が
、
給
与
所

得
以
外
の
所
得
に
該
当
す
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。
給
与
を
１
か
所
か
ら
受

け
て
い
て
、
そ
の
給
与
の
全
部
が
源

泉
徴
収
の
対
象
と
な
る
場
合
に
、
給

与
所
得
と
退
職
所
得
以
外
の
各
種
の

所
得
金
額
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超

え
る
と
き
は
、
確
定
申
告
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　
　

住
民
税
の
特
別
徴
収

　
一
定
の
年
齢
未
満
の
人
は
、
給
与

所
得
以
外
の
所
得
に
対
す
る
住
民
税

に
つ
い
て
、
徴
収
方
法
を
選
択
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
給
与
か
ら
差
し

引
く
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
は
、
確

定
申
告
書
の
住
民
税
の
徴
収
方
法
の

「
特
別
徴
収
」
欄
に
、
給
与
か
ら
差

し
引
か
な
い
で
別
に
窓
口
等
で
納
付

す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
は
「
自

分
で
納
付
」
欄
に
、
そ
れ
ぞ
れ
〇
を

記
入
し
ま
す
。

　
２
か
所
以
上
の
給
与
所
得
が
あ
る

場
合
、
原
則
は
主
た
る
給
与
の
支
払

い
を
受
け
て
い
る
勤
務
先
で
特
別
徴

収
さ
れ
ま
す
。

税額表の「甲欄」で求める

図２　2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収

税額表の「乙欄」で求める

　　　従たる給与

主たる給与の支払者以外
の支払者が支払う給与

従たる給与についての扶養控除等
申告書の提出がある場合
〈月額表〉　扶養親族等１人につき
　　　　　1,610 円控除 
〈日額表〉　扶養親族等１人につき
　　　　　50 円控除 

給　与

　　　主たる給与

「給与所得者の扶養控除
等申告書」を提出してい
る人に支払う給与
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ト
と
し
て
社
内
共
有
し
ま
す
。

　
そ
し
て
、
Ａ
Ｉ
活
用
が
軌
道
に
乗

っ
て
き
た
ら
、
次
に
勤
怠
・
会
計
・

在
庫
・
予
約
な
ど
既
存
Ｓ
ａ
ａ
Ｓ
と

組
み
合
わ
せ
、〝
仕
組
み
で
回
る
〟状

態
を
増
や
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て

最
後
に
、
教
育
・
採
用
・
顧
客
対
応

ま
で
含
め
て
業
務
に
落
と
し
込
み
、

「
属
人
化
し
な
い
Ａ
Ｉ
活
用
」を
会
社

の
文
化
と
し
て
定
着
さ
せ
ま
す
。

　
こ
の
流
れ
が
で
き
る
企
業
は
、
賃

上
げ
・
人
材
不
足
・
金
利
上
昇
と
い

う
横
風
の
中
で
も
体
質
が
強
く
な
っ

て
い
き
ま
す
。
Ａ
Ｉ
活
用
は
「
外
部

環
境
に
振
り
回
さ
れ
な
い
体
質
」
を

つ
く
る
武
器
で
す
。
Ａ
Ｉ
を〝
分
身
〟

と
し
て
育
て
な
が
ら
、
人
が
本
来
や

る
べ
き
価
値
づ
く
り
に
時
間
を
取
り

戻
す
企
業
が
、
次
の
時
代
の
勝
ち
筋

を
つ
か
ん
で
い
き
ま
す
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

５
　
Ａ
Ｉ
は
人
間
の
仕
事
を

　
奪
う
の
か
？

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

　
Ａ
Ｉ
時
代
の
先
に
見
え
て
く
る
象

徴
的
な
存
在
が
「
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
ビ

リ
オ
ネ
ア
」
で
す
。
こ
れ
は
、
現
場

型
産
業
を
基
盤
に
、
大
き
な
企
業
価

値
を
築
い
た
経
営
者
を
指
し
ま
す
。

彼
ら
は
、
現
場
の
技
能
や
段
取
り
、

鍵
は
「
小
さ
く
始
め
て
、
仕
組
み
に

す
る
」手
順
に
あ
り
ま
す
。

　
特
に
家
族
経
営
や
小
規
模
事
業
ほ

ど
、
い
き
な
り
高
価
な
シ
ス
テ
ム
を

入
れ
る
よ
り
、
ま
ず
は
一
つ
の
作
業

を
10
分
短
く
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め

る
の
が
現
実
的
で
す
。
議
事
録
、
提

案
文
、
求
人
文
、
手
順
書
な
ど
、
成

果
が
見
え
や
す
い
も
の
を
選
び
、
う

ま
く
い
っ
た
ら
定
型
文
・
テ
ン
プ
レ
ー

改
善
を
徹
底
的
に
磨
き
上
げ
、「
地

味
」「
３
Ｋ
」
と
言
わ
れ
が
ち
な
産
業

を
高
付
加
価
値
ビ
ジ
ネ
ス
へ
と
転
換

し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
分
野
は
、

人
の
判
断
と
技
能
が
不
可
欠
で
Ａ
Ｉ

に
代
替
さ
れ
に
く
く
、
人
手
不
足
を

背
景
に
価
格
決
定
力
も
高
ま
り
や
す

い
こ
と
か
ら
、
今
あ
ら
た
め
て
注
目

さ
れ
て
い
ま
す
。

　「
Ａ
Ｉ
は
人
間
の
仕
事
を
奪
う
の

か
？
」
と
い
う
問
い
に
、
歴
史
は
一

定
の
答
え
を
示
し
て
い
ま
す
。
蒸
気

機
関
や
電
力
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
い

っ
た
技
術
革
新
は
、
短
期
的
に
は
仕

事
を
代
替
し
混
乱
を
生
み
ま
し
た

が
、
長
期
的
に
は
新
た
な
職
種
と
雇

用
を
創
出
し
て
き
ま
し
た
。
Ａ
Ｉ
時

代
も
、仕
事
が
消
え
る
の
で
は
な
く
、

求
め
ら
れ
る
役
割
や
ス
キ
ル
が
大
き

く
変
わ
る
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　
そ
の
中
で
企
業
に
求
め
ら
れ
る
の

が
、
Ａ
Ｉ
を
前
提
に
人
と
仕
事
を
再

設
計
す
る
視
点
で
、
社
員
に
は
Ａ
Ｉ

と
協
働
す
る
た
め
の
基
礎
的
な
リ
テ

ラ
シ
ー
が
、
経
営
者
に
は
事
業
構
造

を
Ａ
Ｉ
で
ど
う
変
え
る
か
を
判
断
す

る
力
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
Ａ
Ｉ
時
代

に
強
い
企
業
と
は
、
学
び
続
け
る
文

化
を
持
ち
、
人
へ
の
投
資
を
惜
し
ま

な
い
企
業
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

断
す
る
と
い
う
原
則
を
守
る
こ
と
で
、

Ａ
Ｉ
依
存
で
は
な
く
Ａ
Ｉ
協
働
の
文

化
が
育
ち
ま
す
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

４
　
定
着
の
鍵
は

　「
小
さ
く
始
め
て
仕
組
み
に
す
る
」

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

　
Ａ
Ｉ
を
う
ま
く
導
入
で
き
た
ら
、

次
に
考
え
る
こ
と
は
Ａ
Ｉ
を
活
用
し

た
業
務
の
「
定
着
」
で
す
。
定
着
の

AIの導入で最初に成果が出やすい領域

バック
オフィス

　見積書・請求書・社内文書の下書き、議事録要約、
規程やマニュアルのたたき台作成、問い合わせの一
次対応など、AIが下ごしらえを担うことで、少人数
でも回る基盤が整います。
　説明資料づくりや要点整理も高速化され、経営者
が本当に考えるべき論点に集中できる状態をつくり
ます。

営業・
マーケ
ティング

　昨今は価格転嫁だけでなく、顧客が納得する「価値
転嫁」が鍵です。AIはヒアリング内容の整理、提案書
の骨子作成、導入事例の文章化、SNSやWebの発信
の下書きなどを支援し、“伝える力”と“提案量”を引
き上げます。
　少人数でも高密度の情報発信と提案が可能になり、
結果として「選ばれる理由」を言語化しやすくなります。

現場・
教育　

　人手不足が深刻化するほど、教育負担や品質低下
の悪循環に陥ります。AIは作業手順書や安全マニュ
アルをわかりやすく整え、Q&A化し、教育資料を標
準化することで教える側の負担を軽減し、教育の質
を均一化できます。
　さらに、ベテランの経験や勘を文章化して蓄積す
れば、属人化を防ぎ、引き継ぎのコストを下げ、組
織の再現性向上につながります。

必
要
は
な
く
、
安
全
衛
生
方
針
に
基

づ
き
指
定
さ
れ
た
担
当
者
等
を
中
心

に
意
見
の
聴
取
を
実
施
す
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
。」と
し
て
い
ま
す
。

　
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
（
※
）
に

つ
い
て
は
、災
害
事
例
や
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ

ト
事
例
を
も
と
に
危
険
源
を
特
定

し
、
優
先
順
位
を
設
定
し
て
取
り
組

む
こ
と
が
基
本
と
さ
れ
、
次
の
①
か

ら
④
の
優
先
順
位
で
検
討
の
上
、
リ

ス
ク
低
減
措
置
を
実
施
し
ま
す
。

①
　
危
険
な
作
業
の
廃
止
・
変
更
等

の
本
質
的
対
策

②
　
手
す
り
設
置
・
段
差
解
消
等
の

工
学
的
対
策

③
　
マ
ニ
ュ
ア
ル
整
備
等
の
管
理
的

対
策

④
　
身
体
負
荷
を
軽
減
す
る
個
人
用

装
備
の
使
用

※
　
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
は

　
　
本
指
針
に
お
い
て
は
、
高
年
齢
者
の

身
体
機
能
等
の
低
下
等
に
よ
る
労
働
災

害
の
発
生
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
災
害
事

例
や
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
事
例
か
ら
危
険
源

の
洗
い
出
し
を
行
い
、
当
該
リ
ス
ク
の

高
さ
を
考
慮
し
て
高
年
齢
者
労
働
災
害

防
止
対
策
の
優
先
順
位
を
検
討
す
る
こ

と
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑵
　
職
場
環
境
の
改
善

　
高
年
齢
者
の
身
体
機
能
低
下
に
対

一
　法
改
正
の
背
景

　
高
年
齢
労
働
者
の
増
加
と
と
も

に
、
労
働
災
害
に
よ
る
死
傷
者
数
の

う
ち
60
歳
以
上
が
占
め
る
割
合
は

30
％
（
令
和
６
年
）
と
増
加
傾
向
に

あ
り
、
転
倒
・
転
落
・
腰
痛
な
ど
身

体
機
能
の
低
下
と
関
連
す
る
災
害
が

目
立
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
高
齢
者
が
安
心
し
て
安
全
に
働
け

る
職
場
環
境
の
実
現
が
求
め
ら
れ
る

中
、
労
働
安
全
衛
生
法
の
改
正
に
至

り
ま
し
た
。

二
　指
針
の
全
体
像

　
高
年
齢
者
の
労
働
災
害
防
止
の
た

め
の
指
針（
以
下「
本
指
針
」）で
は
、

事
業
者
は
、
次
の
⑴
か
ら
⑸
ま
で
の

事
項
に
つ
い
て
、
各
事
業
場
に
お
け

る
高
年
齢
者
の
就
労
状
況
や
業
務
の

内
容
等
の
実
情
に
応
じ
て
、
国
、
関

係
団
体
等
に
よ
る
支
援
も
活
用
し

て
、
実
施
可
能
な
高
年
齢
者
労
働
災

害
防
止
対
策
に
積
極
的
に
取
り
組
む

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

⑴
　
安
全
衛
生
管
理
体
制
の
確
立
等

⑵
　
職
場
環
境
の
改
善

⑶
　
高
年
齢
者
の
健
康
や
体
力
の
状

況
の
把
握

⑷
　
高
年
齢
者
の
健
康
や
体
力
の
状

況
に
応
じ
た
対
応

⑸
　
安
全
衛
生
教
育

三
　高
年
齢
者
の

　
　
　労
働
災
害
防
止
対
策

　
事
業
者
が
講
ず
る
５
つ
の
項
目
を

個
々
に
見
て
い
き
ま
す
。

⑴
　
安
全
衛
生
管
理
体
制
の
確
立
等

　
経
営
ト
ッ
プ
自
ら
が
高
年
齢
者
労

働
災
害
防
止
対
策
に
取
り
組
む
姿
勢

（
安
全
衛
生
方
針
の
表
明
・
実
施
体

制
の
明
確
化
）を
示
し
ま
す
。

　
ま
た
、
安
全
委
員
会
、
衛
生
委
員

会
又
は
安
全
衛
生
委
員
会（
以
下「
安

全
衛
生
委
員
会
等
」）
を
設
け
て
い

る
事
業
場
に
お
い
て
は
、
高
年
齢
者

労
働
災
害
防
止
対
策
に
関
す
る
事
項

を
調
査
審
議
し
ま
す
。

　
安
全
衛
生
委
員
会
等
の
設
置
義
務

が
な
い
労
働
者
数
50
人
未
満
の
事
業

場
で
は
、
労
働
者
の
意
見
を
聴
く
機

会
等
を
通
じ
、
労
使
で
話
し
合
い
を

し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
本
指
針
と
と

も
に
発
せ
ら
れ
た
通
達
に
お
い
て
は
、

「
必
ず
し
も
会
議
体
の
構
成
を
と
る

 
労
働
安
全
衛
生
法
の
改
正

労
働
安
全
衛
生
法
の
改
正 

高
年
齢
者
の
労
働
災
害
防
止
措
置

高
年
齢
者
の
労
働
災
害
防
止
措
置

　
令
和
８
年
４
月
１
日
に
改
正
労
働
安
全
衛
生
法
が
施
行
さ
れ
︑

　
令
和
８
年
４
月
１
日
に
改
正
労
働
安
全
衛
生
法
が
施
行
さ
れ
︑

事
業
者
に
対
し
﹁
高
年
齢
者
の
労
働
災
害
の
防
止
を
図
る
た
め
︑
高

事
業
者
に
対
し
﹁
高
年
齢
者
の
労
働
災
害
の
防
止
を
図
る
た
め
︑
高

年
齢
者
の
特
性
に
配
慮
し
た
作
業
環
境
の
改
善
︑
作
業
の
管
理
そ

年
齢
者
の
特
性
に
配
慮
し
た
作
業
環
境
の
改
善
︑
作
業
の
管
理
そ

の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂

の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂

と
の
努
力
義
務
が
課
さ
れ
ま
し
た︵
同
法
第

と
の
努
力
義
務
が
課
さ
れ
ま
し
た︵
同
法
第
6262
条
の
２
︶︒

条
の
２
︶︒

　
今
回
は
︑
改
正
法
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
に
示

　
今
回
は
︑
改
正
法
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
に
示

さ
れ
た
﹁
高
年
齢
者
の
労
働
災
害
防
止
の
た
め
の
指
針
﹂
を
基
に
︑

さ
れ
た
﹁
高
年
齢
者
の
労
働
災
害
防
止
の
た
め
の
指
針
﹂
を
基
に
︑

職
場
が
実
施
す
べ
き
措
置
や
留
意
点
を
解
説
し
ま
す
︒

職
場
が
実
施
す
べ
き
措
置
や
留
意
点
を
解
説
し
ま
す
︒
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応
す
る
た
め
の
職
場
環
境
整
備
と
し

て
、
本
指
針
は
設
備
・
装
置
の
改
善

と
作
業
管
理
の
改
善
の
二
つ
の
柱
を

示
し
て
い
ま
す（
左
表
参
照
）。

⑶
　
高
年
齢
者
の
健
康
や
体
力
の
状

況
の
把
握

　
健
康
診
断
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
体

力
の
状
況
の
把
握
」
を
事
業
者
・
労

働
者
双
方
が
継
続
的
に
行
う
こ
と
を

推
奨
し
て
い
る
点
は
、
本
指
針
の
特

色
の
一
つ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
加
齢
に
よ
る
心
身
の
衰
え
の

チ
ェ
ッ
ク
（
フ
レ
イ
ル
チ
ェ
ッ
ク
）、

身
体
機
能
セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク
、
オ
ン

　
高
年
齢
者
向
け
の
教
育
で
は
、
文

字
だ
け
で
な
く
写
真
・
図
・
映
像
等

を
活
用
し
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
、

再
雇
用
・
再
就
職
で
経
験
の
な
い
業

種
・
業
務
に
従
事
す
る
場
合
に
は
特

に
丁
寧
な
教
育
訓
練
を
行
う
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
危
険
予
知
訓
練（
K
Y
T
）

や
V
R
技
術
を
活
用
し
た
危
険
体

感
教
育
の
活
用
、
勤
務
シ
フ
ト
等
か

ら
集
合
研
修
が
困
難
な
事
業
場
で
の

視
聴
覚
教
材
の
活
用
も
有
効
で
す
。

　
I
T
に
詳
し
い
若
年
労
働
者
と

現
場
経
験
豊
富
な
高
年
齢
者
が
チ
ー

ム
で
働
く
機
会
を
積
極
的
に
設
け
る

「
世
代
間
の
知
識
共
有
」の
ア
プ
ロ
ー

チ
も
示
さ
れ
て
お
り
、
世
代
を
超
え

た
職
場
全
体
の
取
組
と
し
て
位
置
づ

け
て
い
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

四
　労
働
者
と
の
協
力

　
本
指
針
に
お
い
て
は
、
高
年
齢
者

労
働
災
害
防
止
対
策
を
事
業
者
だ
け

が
実
施
す
る
の
で
は
な
く
、「
労
働

者
と
協
力
し
て
取
り
組
む
」
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

高
年
齢
者
自
身
が
、
自
ら
の
身
体
機

能
等
の
低
下
が
労
働
災
害
リ
ス
ク
に

つ
な
が
り
得
る
こ
と
を
理
解
し
、
積

極
的
に
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

五
　留
意
点
と
今
後
の
対
応

　
本
指
針
に
定
め
る
措
置
は
「
努
力

義
務
」
で
直
ち
に
罰
則
が
科
さ
れ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

法
第
62
条
の
２
に
基
づ
く
指
針
で
あ

る
た
め
、
労
働
基
準
監
督
署
の
指
導

の
根
拠
と
な
り
得
る
こ
と
、
ま
た
前

述
の
と
お
り
高
年
齢
者
の
労
働
災
害

は
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
等
か
ら
、

職
場
に
お
け
る
取
組
に
着
手
し
て
い

く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
え
ま
す
。

　
実
務
対
応
の
第
一
歩
と
し
て
、
ま

ず
自
社
の
高
年
齢
者
の
就
労
状
況
・

業
務
内
容
・
過
去
の
災
害
・
ヒ
ヤ
リ

ハ
ッ
ト
事
例
を
棚
卸
し
し
、
リ
ス
ク

ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
実
施
す
る
こ
と
、

そ
の
上
で
年
間
推
進
計
画
を
策
定

し
、
優
先
度
の
高
い
対
策
か
ら
順
次

実
施
・
評
価
・
改
善
を
行
っ
て
い
く

こ
と
等
が
基
本
的
な
進
め
方
と
し
て

考
え
ら
れ
ま
す
。

　
職
場
環
境
の
整
備
・
個
別
対
応
・

教
育
の
三
位
一
体
の
取
組
に
よ
り
、

高
年
齢
者
が
安
全
・
安
心
に
働
き
続

け
ら
れ
る
職
場
づ
く
り
を
進
め
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

ラ
イ
ン
ツ
ー
ル
・
質
問
紙
な
ど
を
活

用
し
た
体
力
チ
ェ
ッ
ク
な
ど
を
定
期

的
に
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
も
と
に

作
業
内
容
を
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
せ
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
体
力
チ
ェ
ッ
ク
に
よ
り
得

ら
れ
る
健
康
情
報
等
の
取
扱
い
に
つ

い
て
は
、「
労
働
者
の
心
身
の
状
態

に
関
す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
指

針
」
を
踏
ま
え
た
個
人
情
報
保
護
措

置
を
要
す
る
こ
と
に
留
意
し
ま
す
。

⑷
　
高
年
齢
者
の
健
康
や
体
力
の
状

況
に
応
じ
た
対
応

　
健
康
や
体
力
の
状
況
に
応
じ
た
個

別
対
応
と
し
て
は
、
脳
・
心
臓
疾
患

リ
ス
ク
の
増
加
を
踏
ま
え
た
労
働
時

間
の
短
縮
・
深
夜
業
の
回
数
削
減
・

作
業
転
換
、
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ

に
よ
る
業
務
分
担
、「
治
療
と
就
業

の
両
立
支
援
指
針
」（
令
和
８
年
厚

生
労
働
省
公
表
）
に
基
づ
く
両
立
支

援
策
な
ど
を
講
じ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

⑸
　
安
全
衛
生
教
育

　
安
全
衛
生
教
育
に
つ
い
て
は
、
高

年
齢
者
本
人
に
対
す
る
教
育
の
ほ

か
、
管
理
監
督
者
お
よ
び
高
年
齢
者

と
共
に
働
く
各
年
代
の
労
働
者
に
対

し
て
も
、
高
年
齢
者
の
特
性
と
高
年

齢
者
に
対
す
る
安
全
衛
生
対
策
の
教

育
を
行
う
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。

職場環境の改善例を一部抜粋

設備・
装置面

・�　作業場所の照度確保（視力低下への対
応）

・　階段への手すり設置と通路の段差解消
・�　暑熱環境対策として涼しい休憩場所の
整備　など

作業
管理面

・�　勤務形態の工夫（短時間勤務、隔日勤
務、交替制勤務等）

・�　作業スピードに配慮したマニュアルの
策定

・　腰部負担軽減のための重量物の小口化
　など

れ
な
い
か
ら
で
す
。
賃
上
げ
が
常
態

化
す
る
時
代
に
賃
金
を
コ
ス
ト
と
し

て
の
み
捉
え
る
と
、
財
務
が
先
に
苦

し
く
な
り
ま
す
。
必
要
な
の
は
、
賃

上
げ
を
人
材
へ
の
再
投
資
と
位
置
づ

け
、
生
産
性
を
上
げ
て
〝
払
え
る
賃

金
の
土
台
〟を
つ
く
る
こ
と
で
す
。

　
Ａ
Ｉ
・
Ｄ
Ｘ
・
自
動
化
は
、
こ
の

土
台
づ
く
り
と
直
結
し
ま
す
。
特
に

「
書
く
・
ま
と
め
る
・
探
す
・
繰
り

返
す
」
と
い
う
仕
事
は
多
く
の
時
間

を
奪
い
、
繁
忙
と
疲
弊
を
生
み
、
教

育
や
改
善
の
余
力
を
奪
っ
て
い
き
ま

す
。
Ａ
Ｉ
は
、
人
が
本
来
向
き
合
う

べ
き
顧
客
対
応
、
品
質
、
改
善
、
提

案
、
育
成
へ
と
時
間
を
取
り
戻
す
力

を
持
っ
て
い
ま
す
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

３
　
即
効
性
あ
る
三
つ
の
実
務
領
域

　
Ａ
Ｉ
が
現
場
型
産
業
を
強
化

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

　
Ａ
Ｉ
を
導
入
し
た
場
合
、
実
務
と

し
て
最
初
に
成
果
が
出
や
す
い
領
域

は
「
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
」「
営
業
・
マ

ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
」「
現
場
・
教
育
」
の

三
つ
で
す
。【
左
頁
図
参
照
】

　
そ
し
て
、
Ａ
Ｉ
導
入
に
あ
た
り
押

さ
え
て
お
き
た
い
考
え
方
は
、「
Ａ

Ｉ
は
現
場
型
産
業
を
強
く
す
る
も
の

で
あ
る
」と
い
う
こ
と
で
す
。

も
回
る
仕
組
み
を
つ
く
る
た
め
の「
経

営
の
補
助
輪
」
と
し
て
位
置
づ
け
る

こ
と
が
肝
要
で
す
。
重
要
な
の
は
、

Ａ
Ｉ
に
経
営
判
断
を
委
ね
る
こ
と
で

は
な
く
、
Ａ
Ｉ
は
あ
く
ま
で
、
経
営

者
と
社
員
が
よ
り
良
い
判
断
を
下
す

た
め
の
〝
分
身
〟
と
し
て
、
仕
事
の

段
取
り
と
知
恵
を
増
や
す
た
め
活
か

す
べ
き
で
あ
り
、
最
終
判
断
と
責
任

は
人
が
負
う
こ
と
が
原
則
で
す
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

２
　「
人
手
不
足
×
賃
上
げ
時
代
」が

　
Ａ
Ｉ
を
経
営
課
題
に
押
し
上
げ
た

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

　
Ａ
Ｉ
が
経
営
体
質
の
問
題
に
な
る

最
大
の
理
由
は
「
人
手
不
足
×
賃
上

げ
時
代
」
の
生
産
性
革
命
が
避
け
ら

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

１
　
Ａ
Ｉ
活
用
は「
便
利
さ
」か
ら

　
経
営
体
質
を
問
う
テ
ー
マ
に

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

　
今
日
、
企
業
に
と
っ
て
の
Ａ
Ｉ
活

用
は
「
便
利
な
道
具
が
増
え
た
」
と

い
う
話
で
は
な
く
、
外
部
環
境
に
振

り
回
さ
れ
な
い
〝
経
営
体
質
〟
を
つ

く
れ
る
か
が
焦
点
に
な
り
ま
す
。
物

価
・
金
利
の
上
昇
、
人
手
不
足
と
賃

上
げ
の
常
態
化
、
価
値
観
の
変
容
、

世
界
経
済
の
不
確
実
性
と
い
う
複
合

的
シ
ョ
ッ
ク
の
中
、
環
境
変
化
が
速

い
ほ
ど
経
営
者
の
判
断
の
質
と
ス
ピ

ー
ド
が
企
業
の
命
運
を
左
右
し
ま
す
。

　
Ａ
Ｉ
は
、
判
断
の
た
め
の
時
間
と

情
報
処
理
力
を
増
や
し
、
少
人
数
で

　
製
造
・
建
設
・
物
流
・
整
備
・
清

掃
・
修
理
と
い
っ
た
現
場
型
産
業
は

人
の
判
断
と
技
能
が
不
可
欠
で
、
Ａ

Ｉ
に
代
替
さ
れ
に
く
い
一
方
、
人
手

不
足
を
背
景
に
価
格
決
定
力
が
高
ま

り
や
す
い
分
野
で
も
あ
り
ま
す
。
Ａ

Ｉ
は
人
を
減
ら
す
た
め
で
は
な
く
、

技
能
を
守
り
、
段
取
り
を
磨
き
、
改

善
を
加
速
す
る
た
め
に
使
わ
れ
ま
す
。

現
場
の
改
善
・
標
準
化
・
多
拠
点
化
・

品
質
の
安
定
を
進
め
る
企
業
が
、
結

果
と
し
て
高
付
加
価
値
化
に
成
功
し

て
い
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
Ａ
Ｉ
導
入
は
リ
ス
ク
管

理
と
セ
ッ
ト
で
な
け
れ
ば
逆
効
果
に

な
り
ま
す
。
中
小
企
業
の
現
場
で
特

に
重
要
な
の
は
次
の
三
点
で
す
。

Ａ
Ｉ
導
入
時
の
リ
ス
ク
管
理

①
　
Ａ
Ｉ
の
出
力
を
正
し
い
と

信
じ
込
み
、
そ
の
ま
ま
使
っ

て
し
ま
う
危
険

②
　
機
密
情
報
・
個
人
情
報
を

外
部
サ
ー
ビ
ス
へ
入
力
し
て

し
ま
う
危
険

③
　
Ａ
Ｉ
任
せ
が
進
み
社
員
の

考
え
る
力
が
弱
く
な
る
危
険

　
Ａ
Ｉ
は〝
答
え
〟で
は
な
く〝
下
ご

し
ら
え
〟
に
使
い
、
最
後
は
人
が
判

企
業
経
営
の
中
心
で

企
業
経
営
の
中
心
で
愛愛Ａ
Ｉ
Ａ
Ｉ

を
叫
ぶ
！

を
叫
ぶ
！

Ａ
Ｉ
活
用
の
コ
ツ

Ａ
Ｉ
活
用
の
コ
ツ

　
人
手
不
足
や
賃
上
げ
の
常
態
化
︑
物
価
上
昇
な
ど
︑
企
業
を

　
人
手
不
足
や
賃
上
げ
の
常
態
化
︑
物
価
上
昇
な
ど
︑
企
業
を

取
り
巻
く
環
境
が
急
速
に
変
化
す
る
中
︑
Ａ
Ｉ
は
単
な
る
便
利

取
り
巻
く
環
境
が
急
速
に
変
化
す
る
中
︑
Ａ
Ｉ
は
単
な
る
便
利

ツ
ー
ル
で
は
な
く
︑
生
産
性
を
高
め
外
部
環
境
に
振
り
回
さ
れ

ツ
ー
ル
で
は
な
く
︑
生
産
性
を
高
め
外
部
環
境
に
振
り
回
さ
れ

な
い
経
営
体
質
を
つ
く
る
た
め
の
重
要
な
手
段
で
す
︒

な
い
経
営
体
質
を
つ
く
る
た
め
の
重
要
な
手
段
で
す
︒

　
Ａ
Ｉ
が
中
小
企
業
の
現
場
・
営
業
・
教
育
を
ど
う
支
え
︑
組

　
Ａ
Ｉ
が
中
小
企
業
の
現
場
・
営
業
・
教
育
を
ど
う
支
え
︑
組
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　中小企業にとって人手不足は深刻な課題
ですが、その解決策は「即戦力人材の確保」
だけではありません。十人十色の個性を受
け止め、活かすことで、会社そのものが強
くなる。株式会社ファイヴエーカンパニー（東
京・世田谷区）の挑戦をご紹介します。
　同社代表の間宮孝洋氏は、かつてヘビメ
タバンドに情熱を注いだ青年でした。バイ
ト先だったビルメンテナンス業に正社員と
して就職し、独立して会社を興した経歴は、
一見すると異色です。しかし「どうせ時間
を使うなら、しっかりやろう」という姿勢は、
音楽も仕事も一貫しています。
　現在、同社には約600名の登録スタッフ
が在籍し、日常清掃を担うスタッフの平均
年齢は72歳。「仕事を通じて安心できる居

場所をつくる」ことが重要なテーマで、そ
の象徴が2019年に誕生した「業務サポー
ト部 ハッピー課」。退職時の卒業証書や誕
生日の手書きメッセージなど、一人ひとり
を大切にする文化が根付いています。
　一方で、定期清掃や巡回清掃では若者が
活躍しています。ニートや引きこもりと呼
ばれてきた若者に働く機会を提供したこと
をきっかけに、「社会との接点」を会社が担
う役割を意識するようになりました。給料
以上に「居場所があること」を喜ぶ声が、
職場を支えています。
　間宮氏は「ミッションとは、与えられた
命をどう使うか」と語ります。年齢も背景
も異なる人材が、それぞれの色を失わずに
輝く。ファイヴエーカンパニーの姿は、多
様な人材活用が中小企業の未来を照らす
“虹”になり得ることを示しています。

～十人十色、虹のような会社を目指して～
中小企業における多様な人材活用のかたち

　最近の中小企業経営において注目すべき
大きな潮流が「価値観の転換」です。目ま
ぐるしい変化にさらされ、経済性や効率性、
成長性だけを最優先する考え方は揺らぎ、
持続可能性や地域との関係、働く人の幸せ、
信頼といった要素が企業評価の重要な軸に
なりつつあります。
　これまで成功とされてきた量的成長は限
界を迎え、「何のために成長するのか」「誰
のための経営か」が問われています。また、
相互扶助で支えられてきた信頼の文化が弱
まる中で、企業には関係性を再構築する役
割が求められています。
　こうした流れを象徴するのが「倫理資本
主義」です。利益と社会的な善を両立し、
誠実さや透明性を重視する企業が評価され
る時代。中小企業は、地域とのつながりや
社員との信頼という強みを生かし、企業の
存在意義を自らの言葉と行動で示すこと
が、これからの競争力につながっていきます。

クローズアップ現
・
在
・

 倫理資本主義
　
人
手
不
足
が
続
く
中
、
人
材
育
成

の
手
段
と
し
て「
リ
ス
キ
リ
ン
グ（
学

び
直
し
）」へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て
い

ま
す
。

　
Ａ
Ｉ
や
デ
ジ
タ
ル
ツ
ー
ル
の
導
入
、

デ
ー
タ
活
用
な
ど
、
新
し
い
ス
キ
ル

が
登
場
し
、
中
小
企
業
で
は
業
務
の

属
人
化
や
デ
ジ
タ
ル
導
入
の
遅
れ
、

ベ
テ
ラ
ン
層
と
の
ス
キ
ル
ギ
ャ
ッ
プ

が
課
題
に
な
り
や
す
い
状
況
で
す
。

そ
の
た
め
、「
最
低
限
の
デ
ジ
タ
ル

リ
テ
ラ
シ
ー
」
は
競
争
力
維
持
の
条

件
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
リ
ス
キ
リ
ン
グ
に
取
り
組

む
企
業
で
は
、
社
員
が
仕
事
に
自
信

を
持
ち
や
す
く
な
り
、
主
体
性
も
高

ま
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。「
入
社
３

年
後
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て

ほ
し
い
の
か
」「
ど
の
ス
キ
ル
を
身

に
つ
け
て
ほ
し
い
の
か
」
を
明
確
に

し
、
そ
の
た
め
の
学
び
の
機
会
を
用

意
す
る
こ
と
は
、
若
手
の
離
職
防
止

と
生
産
性
向
上
に
直
結
し
ま
す
。

期
待
高
ま
る

「
リ
ス
キ
リ
ン
グ
」
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